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平成19年1月17日  

薬事・食品衛生審議会   

食品衛生分科会長 吉倉 庫 殿  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会   

農薬・動物用医薬品部会長 井上  達  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

農薬・動物用医薬品部会報告について   

平成18年10月4日厚生労働省発食安第1004002号をもって諮問された、食品衛生  

法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくノ／ヾルロンに係る食品  

規格（食品中の農薬の残留基準）の設定について、当部会で審議を行った結果を別添の  

とおり取りまとめたので、これを報告する。  
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（別添）  

ノバルロン  

1．品目名：ノバルロン（Novaluron）  

2．用途：殺虫剤   

ジフルベンゾイルウレア系殺虫剤である。鱗題目、甲虫目、半麹目及び双麹目に属す   

る様々な昆虫の幼虫に対して、活性を示す。アセチルグルコサミンの生成を阻害するこ   

とにより、作用すると考えられる。  

3．化学名：（RS）－1－［3－クロロー4－（1，1，2－トリフルオロー2－トリプルオロメトキシエトキ  

シ）フ ェニル］－3－（2，6－ジフルオロベンゾイル）ウレア  

こ
「
 
 

諒
 
 

0－CF2CHFOCF3   

l
「
 
 

4．構造式及び物性  

分子式 C17H9CIF8N20。  

分子量  492．7  

水溶解度 0．003mg／1（20℃）  

分配係数logPow＝4．3  

（メーカー提出資料より）  

5．適用病害虫の範囲及び使用方法  

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。   

なお、本剤は、平成16年2月5日付け食安発第0205001号「国外で使用される農薬等  

に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」に基づき、りんご及びなしに設  

定されている残留基準の変更が要請されている。  
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（1）国内における使用方法  

使用方法  

巨物名  適用病害虫名  
希釈倍数   散布液量  使用回数※   

方法   

ヤベツ  コナガ   2，000～  

アオムシ  3，000倍  100～300   収穫7日   3回以内   
前まで  

ヨトウムシ   2，000倍   

コナジラミ類   

なす  散布  

2，000倍  100～300   

コナジラミ類  
収穫前日 まで  4回以内  

トマト  
オオタバコガ   

2，000′、  
んさい  ヨトウムシ  100′㌧300   収穫7日   2回以内   

3，000倍  前まで  

（2）米国におけるりんご及びなしについての使用方法  

7．5％ノバルロン顆粒水和剤  

1回あた  

作物名  適用病害虫名  
りの製剤  

使用量  
使用時期  使用回数  使用方法   

（g／10a）  

ハモグリガ類  123～370   

ナシキジラミ  247～493  

コドリンガ   179～370  

（東部）  

280′－493  

（西部）  

（訪orJ■∫と0月e〟∫Ⅵ  

りんご  収穫14日  3回以内   散布  

なし   ／な〟血J●∫  前まで  

pγr〟∫∂月∂  

」珊で0と∂即ノ∂  179～370   

reノ〟とJ●〟∂月∂  

AノーC加ゎ∫  

∂∫苫γrO5直ノ∂  
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使用量：1シーズンあたり1．435kg／10a未満  

（有効成分として、1シーズンあたり約108g／10a）  

6．作物残留試験結果   

（1）分析の概要   

（五分析対象の化合物  

ノバルロン  

②分析法の概要   

試料を含水アセトニトリルで抽出した後、C18ミニカラム及びNH2ミニカラムで精   

製し、高速液体クロマトグラフ（UV検出器）を用いて定量する。   

定量限界0．01ppm。   

なお、米国においては、資料を含水メチルアルコールで抽出した後、M】2ミニカラ   

ムで精製し、ガスクロマトグラフ（EC検出器）を用いて定量する方法を採用してい   

る。   

定量限界 0．05ppm  

（2）作物残留試験結果   

①キャベツ  

キャベツを用いた作物残留試験（2例）において、8．5％乳剤の2，000倍希釈液を3回  

散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は0．28，0．32ppmであ  

った。   

②なす  

なすを用いた作物残留試験（2例）において、 8．5％乳剤の2，000倍希釈液を4回散布  

（183～210L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．12，0．16ppmであ  

った。   

③トマト  

トマトを用いた作物残留試験（2例）において、 8．5％乳剤の2，000倍希釈液を4回  

散布（200～323L／10a）したところ、散布後1～7 日の最大残留量は0．16，0．32ppm  

であった。   

④てんさい  

てんさいを用いた作物残留試験（2例）において、 8．5％乳剤の2，000倍希釈液を2  
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回散布（300L／10a）したところ、散布後7～21日の残留量はいずれも0．01ppm未満  

であった。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を  

最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それぞ  

れの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）   

また、米国において使用条件に適合した作物残留試験が4カ所において実施されてお  

り各地におけるノバルロンの平均残留量は0．734ppm、0．774ppm、0．503ppm、0．670ppmで  

あった。  

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。  

7．AI）Ⅰの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び第2項の規定に基  

づき、平成17年2月28日付け厚生労働省発食安第0228001号及び平成18年7月18日付  

け厚生労働省発食安第0718009号により食品安全委員会あて意見を求めたノバルロンに係   

る食品健康影響評価について、以下のとおり評価されている。  

無毒性量：1．1mg／kg体重／day  

（動物種）  ラット  

（投与方法） 混餌投与  

（試験の種類）慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間）  52週間（慢性毒性）／24カ月間（発がん性）  

安全係数：100  

ADI：0．011mg／kg体重／day  

8．諸外国における状況  

コーーデックス、米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージー ランド   

について調査した結果、米国において、 ばれいしょ、りんご等に基準値が設定されてお   

り、オーストラリアにおいて綿実等に基準値が設定されている。 また、本年国際基準が   

りんご、なし等に設定された。  

9．基準値案  

（1）残留の規制対象  

ノバルロン本体  

（2）基準値案   

別紙2のとおりである。  
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なお、別添中の「基準値現行」の欄において0．02ppmの基準値を設定している農産物  

は、本来、食品衛生法第11条第3項の規定に基づき、「人の健康を損なうおそれのない  

量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」（一律基準）で  

ある0．01ppmで規制するところ、分析法の状況を考慮し、0．01ppmまでの分析が困難と考  

えられたことから0．02ppmの残留基準を設定したものである。今回、本剤については  

0．01ppmまでの分析が可能となったことから、0．02ppmの基準を削除し、一律基準0．01ppn  

で規制することとした。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定され   

る量のノバルロンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算さ   

れる、1日当たり摂取する農薬の量（推定摂取量（EDI））のADIに対する比は、以   

下のとおりである。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全   

くないとの仮定の下に行った。詳細な暴露評価は別添3参照。  

推定摂取量／ADI（％）注）   

国民平均   21．6   

幼小児（1～6歳）   61．8   

妊婦   21．9   

高齢者（65歳以上）   21．1   

注）作物残留試験成績がある食品についてはEDI試算、それ以外の食品についてはTMI）I試算   

を行った。なお、「牛の筋肉」等畜産物については、∬PRにおいて評価がなされていること   

から、EDI試算を行うにあたって、同評価に採用されている「管理試験の中央値（STMR；   

Supervised trialmedian residue）」を用い、国内の食品摂取量に基づき評価を実施した。   

本剤の評価に当たっては、食肉中の筋肉及び脂肪についてそれぞれの摂取比率を80％、20％   

として試算した。また、高齢者における畜産物の摂取量は国民栄養調査結果の特別集計を依   

頼していなかったことから得られていないため、「国民平均」の値を用いた。  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一   

般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、   

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  
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（別紙1）  

我が国におけるノバルロン作物残留試験成績一覧表  

試験圃  試験条件（申請範囲に限る。）  
物  

場数  
最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   

こツ   8．5％   2，000倍散布   圃場A：0＿28  
2  

乳剤   200L／10a  
互回  ヱ，14，21日  

圃場B：0．32  

8．5％   2，000倍散布   圃場A：0．12  
2  生回   l，3，7日  

乳剤   200，300L／10a  圃場B：0．16（4回、3日）   

ト   8．5％   2，000倍散布   圃場A：0．16  
2  

乳剤   
生回   主，3，7日  

250L／10a  圃場B：0．32   

い   8．5％   2，000倍散布   圃場A：〈0．01  
2  乙回   1，3，7日  

乳剤   300L／10a  圃場B：〈0．01   

米国におけるノバルロン残留試験成績一覧表  

物   
試験圃  試験条件（申請範囲に限る。）  

場数  
最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数   経過日数   

89倍希釈  
0．734ppm  

43．9～45．OL／10a  

93倍希釈  
0．774ppm  

ゥーヾ   7．5％  46．8～47．OL／10a  
4  互回   り 

顆粒水和剤  96倍希釈  
“ 

0．503ppm  
48．1～49．9L／10a  

98倍希釈  
0．670ppm   

49．9～50．2L／10a  
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（別紙2）  農薬名  ノバルロン   

基準値  外国  作物残留試験成績   
農産物名  案  現行  基準値  

pPm   Ppm   PPm  PPm   Ppm  

米（玄米をいう）  0．02  

／ト麦  0．02  n  

大麦  0．02  】  

ライ麦  0．02  

とうもろこし  0．02  】  

そば  0．02  蓼   
その他の穀類  0．02  

大豆  0．02  
′ト豆類（いんげん、ささげを含む※）  0．02  

‡  

えんどう  0．02  
！   

そらまめ  0．02  

らっかせい  0．02  

その他の豆類  0．02  

ばれいしよ   0．05   0．05  

‡  

0．01  0．05  アメリカ   〈0．01（14data）   

さといも類（やつがしらを含む）   0．05   0．05  0．05  アメリカ   

かんしょ   0．05   0．05  0．05  ． アメリカ   

やまいも（長いもをいう）  0．05  0．05  0．05  

こんにやくいも  0．02  

その他のいも類  0．05  0．05  0．05  

てんさい  0．05   0．02  く0．01，く0．01   

さとうきび  0．02   円  

0．02  だいこん頬（ラディッシュを含む）の根  

だいこん類（ラデイツシコを含む）の葉   0．02   
かぶ類の根  0．02  
かぶ類の葉  0．02  

！  

西洋わさび  0．02  

クレソン  0，02  

はくさい  0．02   
キャベツ  ○  0．50  0＿28，0．32  

芽キャベツ  0．02  
ケール  0．02  

こまつな  0，02  

0．02  
蔓   

きょうな  
ちんげんさい  0．02  

カリフラワー  0．0二：  0．50 0 
ブロッコリー  0．02  ．50   

その他のあぶらな科野菜  0．02  0・50⊥ヱ阻   

ごぼう  0．02  l  

サルシフイー  0．02  

アーティチョーク  0．02  
チコリ  0．02  

圭  

エンダイブ  0．02  

しゆんぎく  0．02  重  

レタス（サラダ菜及びちしやを含む）  0．02  

その他のきく科野菜  0．02  

たまねぎ  0．02  

ねぎ（リーキを含む）  0．02  

にんにく  0．02  

にら  0．02  
アスパラガス  0．02  

わけぎ  0．02  

その他のゆり科野菜  0．02  

にんじん  0．02  
パースニップ  0．02  
パセリ  0．02  
セロリ  0．02  

みつば  0．02  
その他のせり科野菜  0．02  
トマト  
ピーマン   0．02  0．15，0．32  
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す  0．5   0．5  0．12，0．16  

の他のなす科野菜  一 0．02   

ゆうり（ガーキンを含む）  0．02  
ぼちや（スカッシュを含む）  0．02  

ろうり  0．02  
いか  0．02  

コン類果実  0．02  
くわうり  0．02  

の他のうり科野菜  0－05  0．05  アメリカ  
うれん草  0．02  

けのこ  0．02  
クラ  0．02  
ようが  0．05  0、05  0．05  アメリカ  
：成熟えんどう  0．02  
成熟いんげん  0．02  
だまめ  0．02  

ッシュルーム  0．02  
0．02  いたけ  

の他のきのこ類  0．02  

の他の野菜   0．05   0．05  0．05  アメリカ  

かん  0．02  

つみかん  H  

つみかんの外果皮  
つみかんの果実全体  0．02  
モン  0．02  
レンジ（ネーブルオレンジを含む）  0．02  n   

レープフルーツ  0．02  

イム  0．02  
‖  

の他のかんきつ類果実  0．02   

・■一ヾ   3  l  
3  0．734，0．774，   

本なし  3  ロ  3  

ー洋なし  3  3  

／レメロ  3  3 3   

わ  3  ロ   2．0  ， アメリカ   

も  0．02  
クタリン  0．02  

l  

んず（アプリコットを含む）  0．02  
もも（プルーンを含む）  0．02  

1  

わ  0．02  
】   

うとう（チェリーを含む）  0．02  蓼  

ちご  0．02  
ズベリー  0．02  
ラックベリー  0．02  
ルーペリー  0．02  
テンペリー  0．02  
ックルベリー  0．02  
の他のベリー類果実  0．02  

どう・  0．02  
0．02  き  

ナナ  軋02  

ウイー  0．02  
パイヤ  0．02  
ポカド  0．02  
イナップル  0．02  
アバ  0．02  
ンコー  0．02  
ッションフルーツ  0．02  
つめやし  0．02  

の他の果実  0．02  

まわりの種子  0．02  

まの種子  0．02  
にばなの種子  

実  
たね  
の他のオイルシード   

口  

0．02  

一   0．02  

な
そ
き
か
し
す
オ
ま
そ
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た
オ
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そ
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ぎんなん  0．02  
くり  0．02  
／ヾカン  0．02  

アーモンド  0．02  

くるみ  0．02  
その他のナッツ類  0－02  

茶  0．02  
コーヒー豆  0．02  

カカオ豆  0，02  
ホップ  0．02  
その他のスパイス   0．05   0．05  

その他のハーブ   0．05   0．05   

牛の筋肉   0．7   0．6   0．7                0．60  

豚の筋肉   0．7   0．01  0，7    0．01妻 アメリカ   

その他の陸棲哺乳類の筋肉   0．7   0＿6  0．7    0．60iアメリカ   

牛の脂肪   10   10  10   ll要 アメリカ   

豚の脂肪   10   0．05  10  0．05  】 アメリカ   
その他の陸棲哺乳類の脂肪   10   10  四  アメリカ   

牛の肝臓   0．7   0．7  0   アメリカ 7メリカ  

豚の肝臓   0．7   0．01  0．7   

その他の陸棲哺乳類の肝臓   0．7   

牛の腎臓   0＿7   
アメリカ  
アメリカ  

豚の腎臓   0．7   0．01  0．7  0．01璽 アメリカ   

その他の陸棲哺乳類の腎臓   0．7   0．7  1．0… アメリカ   

牛の食用部分   0．7   0．6  0．7   u 0．60‡  アメリカ   
豚の食用部分   0．7   0．01  0．7  0．01；  アメリカ   

その他の陸棲哺乳類の食用部分   0．7   0．6  0．7  0．吋  アメリカ   

乳   0．4   0．4   1．0‡アメリカ H   

鶏の筋肉   0．01   0．03  0．01  0．03  
その他の家きんの筋肉   0．01   0－03  0．03一   

鶏の脂肪   0．01   0．4  0．01  0．40；  ． アメリカ   
その他の家きんの脂肪   0．01   0，4  0．01  0，4一  アメリカ   

鶏の肝臓   0．01   0，04  0．01  0．04ぎ アメリカ   
その他の家きんの肝臓   0．01   0．04  0．01  0．04…  ． アメリカ   

鶏の腎臓   0．01   0．04  0．01  0．04…  ・ アメリカ   
その他の家きんの腎臓   0．01   0．04  0．01  0・叫 アメリカ   

鶏の食用部分   0．01   0．04  0．01  0．04！  アメリカ   

その他の家きんの食用部分   0．01   0．04  0．01  0・04j  アメリカ   

鶏の卵   0．01   0．05  0．01   u 0．05j  アメリカ   
その他の家きんの卵   0．01   0．05  0．01  0．0引 アメリカ   

※：いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。  

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
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（別紙3）  

ノバルロン推定摂取量（単位：LLg／人／day）  
暴露評価に  高齢者  幼小児； 幼小児  某空巨借安   閻l辛ヨ三比†  l亨l臣正拇   ん工石見  人工んま  

艮ロ口重羊   TMDl  

定一日摂取 
量   

0．05   0．01   02   
つ     己  はれいしよ      18                         ・0．05    06    09    04    3  

・0．05    08    08  
0．0  01   0.2i 02  01  

O.Oi 00   O 0: 0.0: 00  

001   02  02；   00  ） い  0．05  
キヤヘツ   03  6.8i 199   60  024  

何  

0.6: 29   081   0．5  0．14  17  01   
005   ・005   O.Oi 00：   ．妄‖                      の 〕つ          00：  00  

・005   しよフが  005    00  00：  00：  00一  
その他の野菜  0．05  ・005    06    06    05  りん」  同  065  22 9: 06  
日本なし   3   065  3 3: 15 3: 四  

3   065  01  01  

洋なし                      マ／メロ  3  ・3    03    03        03   
・3  び  同  0.3i 0.3i 03  03  03   

・1  01：   01：   01  01  01   

その他のスパイス   綿実  口                      005  ・005    00；   00   00  00   
・005  00：   O.Oi 00  00   その也のハーフ  0．05  

陸棲哺乳煩の肉類   
脂肪10   

筋肉0．7／   筋肉0．19／脂  
54．6   562．0   55，5  597．0   58．0  31．5   

．  

026  03:: 0.9i 03  01   陸 P 乳類の 臓  0．7  
0．2  28 5: 571   3  394   陸棲哺乳類の乳類  0．4          285          の朴頬  0．01  0005    01  81  01        01   

家 の叩巽   0．01  0  2．0              0 ．0   
計  126．5   798．4   805．0      125．9  838．8  134．1  564．5  107．4   

ADI比（％）  137．3   21．6   133．9   21．1  137．1   21．9  324．8   61．8   

※：個別の作物残留試験成績がなく、基準値（案）の数値を用いたものは（・）を入れた。  

※※‥「牛の筋肉」等畜産物については、TMDl計算では「牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉及び脂肪」等の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗した。ま  
た、高齢者における畜産物の摂取量は国民栄養調査結果の特別集計を依頼していなかったことから得られていないため、「国民平均」の値を用いた。  

TMDl：理論最大1日摂取量（TeoreticalMaximumDailyIntake）  

EDI：推定1日摂取量（EstimateDailyIntake）   



（答申案）  

ノバルロン  ノバルロン（つづき）  

残留基準値  

食品名  案  
PPm   

ばれいしょ   0．05   

さといも頬（やつがしらを含む）   0，05   
刀ユんしょ   0．05   
やまいも（長いもをいう）   0．05   
その他のいも類（注1）   0．05  
てんさい   0．05  
その他のうサ担野菜（注2）   0＿05   
しょうが   0．05   
］きの他の野菜（注3）   0．05   
ヤ）んこ   3   

〕本なし   3   

西洋なし   3   

て／レメロ  3  

びわ  3  

その他のスパイス（注4）   0，05  
その他の／、－ブ（注5）   0．05  
牛の筋肉   0，7  
ほの筋肉   0．7   
その他の陸棲哺乳類に属する動物（注6）の筋肉  0．7  

牛の脂肪   10  
ほの脂肪   10   
三チの他の陸棲晴乳類に属する動物の脂肪   10  

残留基準値  

食品名  案  
PPm   

牛の肝臓   0．7   

豚の肝臓   0．7   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．7   
牛の腎臓   0．7   
豚の腎臓   0＿7   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0，7   
牛の食用部分   0．7   
豚の食用部分   0．7   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0．7   
乳   0＿4   
鶏の筋肉   0．01   
その他の家きん（注7）の筋肉   0．01   
鳶の脂肪   0．01   

その他の家きんの脂肪   0．01   
鶏の肝臓   0．01   

その他の家きんの肝臓  0．01   
鶏の腎臓   0．01   
その他の家きんの腎臓   一▼   0．01   
粛噺 0．01   
その他の家きんの食用部分   0．01   
鶏の卵   0．01   
その他の家きんの卵   0，01   

（注】）その他のいも類とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。  

（注2）その他のうり科野菜とは、うり枯野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン短果実及びまくわうり以外のものをし、う。  

（注3）その他の野菜とは、野菜のうち、いも類、てんさい．さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり村野粟、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ  
クラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハープ以外のものをいう。  

（注4）その他のス′くイスとは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子  
以外のものをいう。  

（注5）その他のハーフとは、ハーフのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの薫以外のものをいう。  

（往6）その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

（注7）その他の家きんとほ、家きんのうち、鳶以外のものをいう。  

－15－   



（参考）  

これまでの経緯  

農薬登録申請  

厚生労働大臣から食品安全委員会長あてに残留基準設定に係る  

食品健康影響評価について要請  

第18回食品安全委員会（要請事項説明）  

第2回食品安全委員会農薬専門調査会  

食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  

価について通知  

残留農薬基準告示  

初回農薬登録  

平成1三；年11月28日  

平成1∈i年10月29日  

平成1ご；年11月 6日  

平成1∈i年11月12日  

平成1∈；年11月20日  

平成1三i年12月24日  

平成1≡う年12月25日  

平成1（ミ年 6月 4日  

平成1（ミ年 7月 5日  

農薬登録申請（適用拡大）  

インポートトレランスの申請  

厚生労働大臣から食品安全委員会長あてに残留基準設定に係る  

食品健康影響評価について要請  

第84回食品安全委員会（要請事項説明）  

第33回食品安全委員会農薬専門調査会  

残留農薬基準告示  

厚生労働大臣から食品安全委員会長あてに残留基準設定に係る  

食品健康影響評価について追加要請  

第153回食品安全委員会（要請事項説明）  

第2回食品安全委員会農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会へ諮問  

食品安全委員会（報告）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  

価について通知  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

平成1’7年 1月13日  

平成1’7年 2月18日  

平成1′7年 2月28日  

平成1’7年 3月 3日  

平成1‘7年 7月20日  

平成1′7年11月29日  

平成18年 7月18日  

平成1ご∃年 7月20日  

平成18年 8月28日  

平成18年 9月 7日  

平成1：ヨ年10月 4日  

平成18年10月26日  
平成18年10月26日  

平成18年12月11日  

ー16－   

可
叫
 
 



●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委員］   

青木 宙  

（⊃ 井上 達   

井上 松久   

大野 泰雄   

小沢 理恵子   

加藤 保博   

志賀 正和  

下田 実   

豊田 正武   

中澤 裕之   

米谷 民雄   

山添 康   
吉池 信男   

（○：部会長）  

東京海洋大学大学院海洋科手技術研究科教授  

国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長  

北里大学医学部教授  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

日本生活協同組合連合会くらしと商品研究室長  

財団法人残留農薬研究所理事（化学部）  

社団法人農林水産先端技術産業振興センター企画調査部 調査役   

東京農工大学農学部獣医学科・家畜薬理学教室教授  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教］受  
星薬科大学薬品分析化学教室教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  
東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

独立行政法人国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  
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ノバルロンに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定に対して  

寄せられたコメントについて  

（1）「食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370号）の一部改   
正（食品中の農薬ノバルロンの残留基準設定）」に関する意見の募集に対して寄   

せられたコメント  

1．募集期間  

平成19年2月5日～平成19年3月6日  

2．現在までに寄せられた意見数  

なし  

（2）WTO通報（衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）に基づく通報）   

に対して寄せられたコメント  

1．募集期間  

平成19年2月13日～平成19年4月14日  

2．現在までに寄せられた意見数  

なし  
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